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沖縄県立図書館（子どもの読書活動推進研究室）では、子どもの読書活動に必要な用品を整備し、貸出し

ます。読み聞かせ等でご利用ください。なお、ご来館の際は、あらかじめお電話で「研究室使用の予約」を入れ

ると、手続きがスムーズです。 

 

 

１． 「子どもの読書活動推進研究室」資料の利用について 

（１） 利用対象 

① 個人の場合 →個人貸出 

           県内で子どもの読書に関する活動を行っているボランティア、読書指導員、大学生等や、その他

学校等で読み聞かせ活動等を行っている方が対象です。 

 

② 団体の場合 →団体貸出 

           県内で子どもの読書に関する活動を行っている幼稚園、保育園、こども園、小学校、中学校、高

等学校（私立を含む）、特別支援学校等の教員・職員等が対象です。 

 

（２）貸出資料と貸出点数 

①大型絵本 

②大型紙芝居 

      ③エプロンシアター 

④オペレッタ 

⑤パネルシアター・ブラックシアター 

※「資料リスト」については、当館ホームページに公開しています。ご確認ください。 

         

 

 

 

 

 

（3）貸出備品 

        上記資料に係る備品についても貸出をしています。ただし、備品のみの貸出は行っておりません。 

      また、 備品の有無や内容については、当館にお問い合わせください。 

    

  ①大型絵本関連備品 

        ア） 専用袋     イ） スタンド（大）    ウ） スタンド（小）   エ） スタンド用袋  

      ②大型紙芝居関連備品 

        ア） 舞台    

      ③パネルシアター・ブラックシアター関連備品 

        ア） イーゼル   イ） パネル   ウ） ブラックライト（関連部品含む）  エ） 専用袋 

 

沖縄県立図書館 子どもの読書活動推進研究室 

資料貸出のご案内 

 

貸出点数【個人貸出】の場合 

最大合計５点まで 

①大型絵本は４点以内、 

②～⑤の資料は２点以内。 

 

貸出点数【団体貸出】の場合 

最大合計 10点まで 

①大型絵本は６点以内、 

②～⑤の資料は２点以内。 
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２． 貸出・返却の手続きについて 

（1）貸出期間 

１５日間   

延長は、１回まで可能ですが、該当資料に次の貸出予約が入っている場合は、延長できません。 

 

（2）手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象：県内で子どもの読書活動推進に係る活動をしている個人や団体であることが条件です。 

団体 個人 

「利用カード」を 

もっていない 

□当館の利用登録を行う 

手続きに必要なもの 

① 申請者の身分証 

 （免許証や保険証など、 

  名前・住所・生年月日が 

  確認できるもの） 

「利用カード」を 

もっている 

団体登録を 

していない 

□団体登録を行う 

手続きに必要なもの 

① 様式１「団体登録申請

書」HPよりダウンロード 

② 申請者の身分証 

 （免許証や保険証など） 

団体登録を 

している 

  
□電話で「研究室使用」の予約を入れる 

イベント等で研究室に入室できないことがありますので、事前にお問い合わせください。           
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□貸出手続き 

① ３階総合サービスカウンターにおいて、様式２を確認後、スタッフが研究室へご案内し

ます。 

② 資料の選択後、再びサービスカウンターにて貸出手続きをとります。貸出の際、スタッ

フとともに資料及び備品の部品等の確認をします。 

③ 貸出期間は 15日間です。延長は１回までできますが、該当資料に次の貸出予約が入っ

ている場合は、延長ができません。 

□返却手続き 

① ３階総合サービスカウンターに直接返却します。※返却ポスト不可 

② 返却の際、スタッフとともに資料及び備品の汚損や破損、紛失等がないか確認をしま

す。 

③ 資料及び備品の紛失及び破損が生じた場合は、同一資料を購入・弁償していただく場合

があります。 

④ 返却期間が過ぎた資料がある場合は、登録の連絡先にご連絡することがあります。 

□「研究室使用申請書」を提出する 

手続きに必要なもの 

① 様式２－１ 

□「研究室使用申請書」を提出する 

手続きに必要なもの 

① 様式２－２ 

 


